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１ 庁 舎 の 概 要 

(１)移転前（Ｒ６．１１．３０まで） 

 

  設 置 場 所･････････小樽市富岡１丁目５番１２号 

  竣 工 年 月 日･････････昭和４７年５月１０日 

  敷 地 面 積･････････2,521.36 ㎡  

  庁 舎 構 造･････････鉄筋コンクリート造３階建 

  床 延 面 積･････････1,995.4 ㎡ 

  総 工 費･････････1 億 1,400 万円 

  設 備 費･････････3,000 万円 
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(２)移転後 

 

 令和６年１２月２日、小樽市保健所及びこども家庭課（こども家庭センター）は行政機

能を小樽市築港１１番１号ウイングベイ小樽１番街４階に移転しました。このほか令和７

年４月から、総合福祉センターや勤労女性センター等の関係施設も同フロアに移転しまし

た。 

JR 築港駅側 

   

JR 小樽駅側 

小樽市保健所 

EV 

こども家庭課    

（こども家庭センタ

ー） 

総合福祉センター 

勤労女性センター 

小樽市 

医師会 

総連合 

町会 

おやこの集いの場 

自 習 室 

WC 

WC 

至 ２番街 
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２ 組 織 機 構 

 

（１）機構・職員配置図（Ｒ７．３．３１現在） 

 

  

企画調整担当主幹（１） 

           試験検査担当主幹（１） 

 感染症担当主幹（１） 

                  歯科医療業務担当主幹（１） 

 

保健総務課      庶務医薬グループ 

課長        主査（３） 

保健所長    次 長               保健管理グループ 

主査（３） 

  

           健康増進課     健康づくりグループ 

                  課長        主査（３） 

                            

               生活衛生課    衛生指導グループ 

                  課長         主査（３） 

    食品衛生グループ 

        主査（２） 

試験検査グループ 

主査（２） 
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（２）事 務 分 掌（Ｒ７．３．３１現在） 

   

・保 健 総 務 課 
 

庶務医薬グループ 

(１) 所の庶務及び所内各課との連絡調整についてのこと。 
(２) 所所管の業務に係る使用料及び手数料についてのこと。 
(３) 所所管の庁舎の管理についてのこと。 
(４) 所所管事業の企画、立案、調整、調査及び研究についてのこと。 
(５) 保健所運営協議会についてのこと。 
(６) 救急医療についてのこと。 
(７) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）についてのこと。 
(８) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２

１７号）についてのこと。 
(９) 死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号）についてのこと。 
(10) 歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号）についてのこと。 
(11) 柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）についてのこと。 
(12) 臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）についてのこと。 
(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５

年法律第１４５号）についてのこと。 
(14) 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）についてのこと。 
(15) 急性中毒患者についてのこと。 
(16) 献血の推進についてのこと。 
(17) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１００条の規定による介護老人保健施設

の立入検査等についてのこと。 
(18) 所内他課に属しないこと。 

 

  保健管理グループ 

(１) 人口動態統計についてのこと。 
(２) 衛生統計についてのこと。 
(３) 特定疾患についてのこと。 
(４) 原子爆弾被爆者に対する援護についてのこと。 
(５) 母体保護についてのこと。 
(６) 医療社会事業についてのこと。 
(７) 精神保健福祉についてのこと（補助金等事務に関するものに限る。）。 
(８) 感染症対策についてのこと（補助金、統計、調査等事務に関するものに限る。）。 
(９) 予防接種についてのこと（受付、補助金等事務に関するものに限る。）。 
(10) 健康診査及び保健指導についてのこと（受付、補助金等事務に関するものに限る。）。 
(11) 健康づくりに関する情報の周知などについてのこと。 

 

 

・健 康 増 進 課  
 

健康づくりグループ  

(１) 地域保健施策の企画調整についてのこと。 
(２) 健康危機管理対策についてのこと。 
(３) 栄養改善についてのこと。 
(４) 歯科保健についてのこと。 
(５) 精神保健福祉についてのこと（保健総務課に属するものを除く。）。 
(６) 感染症対策についてのこと（保健総務課に属するものを除く。）。 
(７) 生活習慣病の予防についてのこと。 
(８) 健康教育及び健康相談についてのこと。 
(９) 健康診査及び保健指導についてのこと（保健総務課に属するものを除く。）。 
(10) 予防接種についてのこと（保健総務課に属するものを除く。）。 
(11) 訪問指導についてのこと。 
(12) 健康づくり事業及びその基本方針についてのこと。 
(13) 地域健康づくり活動の育成及び支援についてのこと。 
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(14) 学校保健、産業保健等との連携についてのこと。 
(15) 所の事務に関する分野における学生等の実習指導についてのこと。 
(16) 保健師業務の総合調整等についてのこと。 
(17) その他健康増進対策についてのこと。 
  

  

・生 活 衛 生 課 
   

衛生指導グループ 

(１) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）についてのこと。 
(２) 簡易専用水道及び専用水道についてのこと。 
(３) 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）についてのこと。 
(４) 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）についてのこと。 
(５) 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）についてのこと。 
(６) 理容師法（昭和２２年法律第２３４号）及び美容師法（昭和３２年法律第１６３号）

についてのこと。 
(７) クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）についてのこと。 
(８) 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）についてのこと。 
(９) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）につい

てのこと。 
(10) 海水浴場の水質等の調査についてのこと。 
(11) 北海道胞衣及び産わい物処理条例（昭和２４年北海道条例第６０号）についてのこ

と。 
(12) 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）についてのこと。 
(13) 小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例（平成４年小樽市条例第１１号）についての

こと。 
(14) 化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）についてのこと。 
(15) ねずみ、昆虫等の駆除相談についてのこと。 
(16) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）につい

てのこと。 
(17) と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）についてのこと。 
(18) 動物の愛護についてのこと。 
(19) ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）についてのこ

と。  
(20) その他動物衛生についてのこと（他の所管事務に係るものを除く。）。 

                            

食品衛生グループ          

(１) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）についてのこと。 
(２) 食品表示法（平成２５年法律第７０号）についてのこと（国民の健康の保護を図る 

ために必要な食品に関する表示に係るものに限る。）。 
(３) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１２号）に

ついてのこと。 
(４) 調理師法（昭和３３年法律第１４７号）及び製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１ 

５号）についてのこと。 
（５）食品衛生優良店舗等審査会についてのこと。 
 (６) 特別用途食品についてのこと。 

   (７) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第５７号）につい
てのこと（輸出証明書の発行及び適合施設の認定に係るものに限る。）。 

 

試験検査グループ 

(１) 臨床的検査についてのこと。 
   (２) 微生物学的検査についてのこと。 

(３) 環境衛生に係る試験及び検査についてのこと。 
(４) 食品衛生に係る試験及び検査についてのこと。 
(５) 環境対策に係る試験及び検査についてのこと。 
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（３）事 業 内 容   

事  業  内  容（※予約又は通知） 

週
の
行
事(

所
内)

 

 午    前 午    後 

月  
※こころの健康相談 ※乳幼児歯科健診、 

小児歯科相談、フッ化物塗布 

火   

水  
※こころの健康相談 ※乳幼児歯科健診、 

小児歯科相談、フッ化物塗布 

木  ※更年期に関する相談 

金  
※こころの健康相談 ※乳幼児歯科健診、 

小児歯科相談、フッ化物塗布 

月 
別 

主 

要 

行 

事 

４月 食生活改善協議会総会、飲食店監視（観光施設・修学旅行施設・大型店） 

５月 

被爆者二世健診、街頭結核・肺がん検診、調理師試験受験願書受付、離乳食講習会、学校

給食施設監視、広域流通食品の製造施設への立入検査、禁煙啓発、国民生活基礎調査、

海水浴場採水検査、犬定期予防注射 

６月 

むし歯予防デー、国民生活基礎調査、社会保障・人口問題基本調査、街頭結核・肺がん検

診、熱中症予防啓発、保育施設歯科健診、蜂駆除相談、夏期食品一斉取締、海水浴場施設

監視、うに加工施設監視指導、残留農薬検査、ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者

証更新申請受付、魚競市場監視 

７月 

薬物乱用防止街頭啓発、愛の血液助け合い運動、街頭結核･肺がん検診、胃内視鏡検診運

営委員会、夏期食品一斉取締、蜂駆除相談、クリーニング師試験受験願書受付、保育施

設歯科健診、離乳食講習会、海水浴場施設監視、残留農薬検査、社会保障・人口問題基本

調査、特定医療費（指定難病）受給者証等更新申請受付、ウイルス性肝炎進行防止対策

医療受給者証更新申請受付、キッズクッキング 

８月 

小樽市献血推進協議会総会、街頭結核・肺がん検診、胃内視鏡検診研修会、保育施設歯

科健診、夏期食品一斉取締、食品衛生月間行事、製菓衛生師試験受験願書受付、蜂駆除

相談、残留農薬検査、特定医療費（指定難病）受給者証等更新申請受付、ウイルス性肝炎

進行防止対策医療受給者証更新申請受付、クリーニング師試験受験願書受付、保健所運

営協議会、小樽市歯周病検診、ペットの譲渡会 

９月 

歯科診療所立入検査、救急啓発活動、結核・呼吸器感染症予防週間、食品営業施設許可

更新検査、保育施設歯科健診、離乳食講習会、自殺予防週間、蜂駆除相談、街頭結核･肺

がん検診、子宮頸がん自己検査事業、ウォーキングサポーター養成講座、残留農薬検査、

ペット慰霊の日、特定医療費（指定難病）受給者証等更新申請受付、おたる食と健康展、

小樽市歯周病検診 

10 月 

歯科診療所立入検査、医薬品等一斉監視指導、公衆浴場監視指導及び採水検査、室内プ

ール監視指導及び採水検査、畜水産食品残留有害物質検査、小樽市歯周病検診、特定給

食施設等栄養担当者研修会、結核医療技術者講習会、年末食品一斉取締、広域流通食品

の製造施設への立入検査、ヘルシークッキング、小樽市健康増進・自殺対策計画庁内推

進会議 

11 月 

歯科診療所立入検査、医薬品等一斉監視指導、保育施設歯みがき指導、被爆者定期健診、

いい歯の日、年末食品一斉取締、スーパーマーケット等一斉監視、ウォーキングサポー

ターフォローアップ研修、離乳食講習会、小樽市健康増進・自殺対策計画協議会、大量

調理施設立入、公衆浴場監視指導及び採水検査、小樽市歯周病検診、歯科疾患実態調査、

国民健康・栄養調査、魚競市場監視、ペットの適正飼養啓発パネル展 

12 月 

胃内視鏡検診運営委員会、年末食品一斉取締、スーパーマーケット等一斉監視、世界エ

イズデー、保育施設歯みがき指導、小樽市歯周病検診、ヘルシークッキング、キッズク

ッキング、三師調査 
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１月 

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成継続申請受付、病院立入検査、給食施設監視（社会

福祉施設等）、保育施設児歯みがき指導、離乳食講習会、広域流通食品の製造施設への立

入り検査、キッズクッキング、三師調査、ゲートキーパー養成講座 

２月 
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成継続申請受付、病院立入検査、保育施設歯みがき指

導、給食施設監視（社会福祉施設等）、胃内視鏡検診研修会、ビル管法登録業者検査 

３月 
食品営業施設許可更新検査、離乳食講習会、自殺対策強化月間、ビル管法登録業者検査、

貸おしぼりの製品検査、給食施設監視（社会福祉施設等）、ヘルシークッキング 

 

＜年間を通じて行った事業＞ 

 

保健総務課 医療機関立入検査、医薬品等監視指導、医療施設動態調査、病院報告、不

妊手術及び人工妊娠中絶報告、精神障害者保健福祉手帳受付、医療費助成

受付（自立支援医療（精神通院・育成）、難病・ウイルス性肝炎、未熟児養

育医療等）、障害福祉サービス受付（精神）、在宅難病患者等酸素濃縮器使

用助成受付、特定健診等、各種がん検診（胃、大腸、肺、乳、子宮）、結核

検診、エキノコックス症検査、各種予防接種、人口動態及び衛生統計 

  

生活衛生課 環境衛生施設許可監視指導業務、温泉利用許可業務、専用水道・簡易専用

水道・小規模貯水槽検査、特定建築物指導、飲用井戸等指導、衛生苦情処

理、食品衛生許可申請受付業務、食品衛生許可施設監視指導業務、祭典屋

台指導、食中毒予防対策、不良食品調査、食品衛生苦情処理、狂犬病予防

対策、畜犬取締り及び野犬掃とう、収容犬飼い主さがし、ペットの適正飼

養啓発、動物由来感染症媒介動物対策相談、ねずみ・昆虫等駆除相談、ペ

ットの火葬受付、食品検査(食品添加物、残留農薬、食品放射性物質)、環

境衛生検査(飲料用水、公衆浴場水、海水浴場水、プール水等)、環境対策

検査(海水、河川水、排水等)、臨床的検査、食品検査・環境衛生検査・環

境対策検査に係る細菌検査、衛生教育 

  

健康増進課 各種検診、訪問指導、実習生指導、健康教育、小樽健康づくりウォーキン

グ推進事業、がん検診精密検査管理、地域・職域連携事業、栄養相談・指

導、食生活改善推進員養成・育成支援、特定給食施設等栄養管理指導、受

動喫煙対策促進事業、ほっかいどうヘルスサポートレストラン推進事業、

歯科健診及びフッ化物塗布、歯科相談・指導、オーラルフレイル予防教室、

こころの健康相談、感染症予防対策、感染症発生動向調査、特定感染症の

相談、感染症の診査に関する協議会 
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（４）小樽市災害対策 

 

災害対策基本法に基づき小樽市災害対策本部が設置され、保健所は防疫班と医療班を

担当する。 

 

Ⅰ 医療救護計画 

１）地域災害医療連絡会議の設置 

災害発生時には、災害対策本部長の要請により、保健所及び医師会により構成さ

れる地域災害医療連絡会議（以下「地災連」という。）を保健所内に設置する。地災

連議長を保健所長、副議長を医師会長として、小樽市立病院を中心に医師会、歯科

医師会、薬剤師会などの関係団体のほか、北海道及び外部支援機関と密接な連携を

図り、医療救護活動を推進する。 

①組 織  

地災連の構成は保健所及び医師会を中心とするが、災害の流動的な状況に応じ

て、地災連の議長及び副議長の権限において柔軟に変更及び追加できるものと

し、連絡組織図は別途小樽市災害医療マニュアルに定める。  

②役 割  

・ 災害発生直後から概ね１週間後を目途とした急性期  

地災連及び小樽市立病院災害対策本部（以下、「市立病院災害対策本部」とい

う。）は、北海道のほか、外部支援機関である災害派遣医療チーム（ 以下

「DMAT」という。）及び災害医療コーディネーターなどと連携し、情報収集･

医療救護活動計画の策定を行う。  

・ 急性期以降の復興回復期  

地災連は、地域医療の復興に向け北海道及び災害医療コーディネーターと連携

し、外部支援機関と協議を行い、調整を図るものとする。  

・ 平常時  

平常時から、保健所、医師会、小樽市立病院及び関係団体は、連携を強化するた

めに災害医療体制に係る情報共有や意見交換を行うとともに、自ら被災すること

も想定して、災害対策マニュアル及び業務継続計画（BCP）の作成に努めるもの

とする 。また、災害発生時の役割などを踏まえた実践的な教育及び研修を行な

うほか、防災訓練の実施などを通して関係職員の災害への対応能力を高めるもの

とする。 

 

２）小樽市立病院（地域災害拠点病院）の役割 

                 小樽市立病院は、地域災害拠点病院として災害時の医療･救護･支援の中心となる

ほか、市立病院災害対策本部を立ち上げ、DMAT と連携し、広域災害救急医療情報

システム（以下「EMIS」という。）を活用した最大限の災害医療の供給に努めるも

のとする。 
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３）地域災害拠点病院及び地区収容病院と患者収容 

   ① 地域災害拠点病院である小樽市立病院は、災害医療を提供する上で、中心的な

役割を担う。  

② 地区収容病院として、以下の基幹病院と補完病院を指定するものとする。  

・基幹病院として、小樽掖済会病院、済生会小樽病院、北海道社会事業協会小樽

病院、札樽病院を指定する。 

・補完病院として、野口病院、三ツ山病院、小樽中央病院、朝里中央病院を指定

する。  

・その他の医療機関は、可能な限り災害応急医療にあたるものとする。  

・災害発生超急性期で、かつ、災害派遣医療チームの支援がない時期においては

小樽市災害対策本部から患者収容の調整が地災連に要請されるため、地災連は

基幹・補完病院のEMIS等による病院機能及び患者受け入れ状況を把握し、市立

病院災害対策本部と調整後、患者搬送先を決定する。  

・患者収容調整は、小樽市立病院内の災害派遣医療チーム活動拠点本部を中心に引

き継ぐものとする。 

４）救護所の設置  

地災連は、市内医療機関の被災状況を勘案の上、必要に応じ北海道及び DMAT 等の

外部支援機関の援助の下に、救護所を設置する。なお、設置場所及び期間等は小樽

市災害対策本部と協議の上決定する。 

５）避難所及び在宅の要配慮者対策 

    地災連は、EMIS による避難所情報等に基づき、障がい者、高齢者、人工透析患者、

慢性疾患患者及び乳幼児等の要配慮者に対して、外部支援機関と協働し医師・保健

師等による巡回相談と診療を実施する。 

６）関係団体への協力要請 

    地災連は、大災害発生時には多くのマンパワーと大量の薬剤や治療材料が必要と 

なるため、予想される業務支援や各種材料等の確保について、小樽市災害対策本部

を通して、関係団体に協力を要請し、緊急事態に対処する。特に備蓄の難しい各種

医療器材や医薬品については、災害時における優先供給の確保に努めることとする。 

７）緊急輸送機関への協力要請 

災害現場や救護所から各医療機関等への患者搬送については、消防本部及び医療

機関のほか、DMAT 等の救急車を基本とするが、大災害時には市域外病院への搬送も

必要となるため、災害対策本部は、市立病院内 DMAT 活動拠点本部及び北海道 DMAT

調整本部の協力の下に、速やかに北海道、札幌市、自衛隊又は海上保安本部等のヘ

リコプターの出動、自衛隊・警察車両等を要請する。この際、小樽市立病院屋上ヘ

リポートを優先使用するが、状況に応じて臨時のヘリポートを消防本部と協議し設

置する。 

８）医療活動等 

  災害時の実際の医療活動等の詳細については、別途、小樽市災害医療マニュアル

に定める。 
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Ⅱ 防疫計画 

災害発生時に際し、防疫班を編成し、感染症法に基づく防疫活動を実施する。 

１）防疫班の編成 

２）使用器具 

３）防疫用車両 

４）防疫業務実施方法 

① り災家屋・避難所の消毒、防疫指導 

② ねずみ、昆虫等の駆除 

５）感染症予防の措置 

６）避難所の感染症対策備蓄品 
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３ 財政の状況（令和６年度決算額） 
（１）歳  入                         （単位：円）                        

科      目 予算現額 決算額 構成比 

合  計 728,587,000 469,942,394 100.00% 

養育医療費負担金 442,000 844,030 0.18% 

夜間急病センター使用料 18,000 18,000 0.00% 

保健所使用料 591,000 532,060 0.11% 

保健所手数料 20,489,000 20,673,980 4.40% 

国 庫 負 担 金 154,006,000 56,302,935 11.98% 

 感染症予防事業費等負担金 4,132,000 4,073,179   

 結核医療費負担金 1,125,000 1,328,186   

 未熟児養育医療費等負担金 2,779,000 1,667,400   

 障害者医療費負担金 1,000,000 1,000,000   

 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 20,556,000 25,234,170  

新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 124,414,000 23,000,000 

 

国 庫 補 助 金 96,068,000 76,252,556 16.23% 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 64,882,000 64,881,154  

 結核医療費補助金 116,000 161,102   

 疾病予防対策事業費等補助金 5,205,000 5,210,000   

 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 22,865,000 6,000,000  

国 庫 委 託 金 1,385,000 523,484 0.11%  

国民栄養調査費等委託金 1,385,000 523,484  

道 負 担 金 12,675,000 8,413,173 1.79% 

予防接種事故救済費負担金 10,786,000 7,257,257 

 

 未熟児養育医療費等負担金 1,389,000 818,416   

  障害者医療費負担金 500,000 337,500 

 

道 補 助 金 12,033,000 10,314,240 2.19% 

 小児救急医療支援事業費補助金 6,660,000 6,661,000   

 骨髄等提供者支援事業補助金 100,000 0  

 薬事監視等事務費交付金 747,000 552,240   

 消費者行政強化事業補助金 473,000 473,000 

 

 地域づくり総合交付金 500,000 500,000   

 健康増進事業費補助金 3,466,000 2,041,000   

 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 87,000 0   

 地域自殺対策強化事業費補助金 0 87,000  

道 委 託 金  2,528,000 2,782,343 0.59%  

保健所事務費委託金 2,226,000 2,226,416  

 保健福祉統計事務経費交付金 302,000 393,900   
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科      目 予算現額 決算額 構成比 

歯科疾患実態調査費委託金 0 162,027  

財産収入  91,000 76,292 0.02% 

 貸地料 2,000 2,160  

 貸家料 89,000 59,190  

利子及び配当金 11,000 14,922  

寄附金 6,000,000 6,000,000 1.28% 

基金繰入金 101,841,000 101,763,523 21.65%    

貸付金元利収入 30,000,000 30,000,000 6.38% 

雑 入 242,509,000 115,646,098 24.61%  

第二次救急医療負担金収入 12,563,000 12,563,000 

 

 健康教育支援事業負担金収入 48,000 47,500   

 国保特会負担金収入 18,133,000 12,801,615   

 周産期医療負担金収入 4,999,000 4,999,000  

 健康づくり推進地域支援事業交付金収入 187,000 179,942  

 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金収入 203,084,000 74,791,300  

 感染症予防事業費等国庫負担金返還金収入 0 6,660,091  

 新型コロナウイルス感染症医療費等過誤納金還付金収入 0 427,761  

 雑入 3,495,000 3,175,889   

市 債 50,900,000 39,800,000 8.47% 

 

（２）歳  出                         （単位：円）  

科      目 予算現額 支出済額 構成比 

合  計 1,769,444,416 1,386,186,147 100.00% 

財産管理費 292,000 291,940 0.02% 

企画費 64,882,000 64,881,154 4.68% 

諸費 208,604,416 208,599,606 15.05% 

救急急病対策費 272,977,000 272,940,000 19.69% 

保健所総務費 225,535,000 190,702,868 13.76% 

衛生試験費 150,409,370 147,733,351 10.66% 

結核対策費 8,390,000 2,278,489 0.16% 

予防費 710,691,000 383,670,230 27.68% 

環境衛生費 15,957,630 14,825,292 1.07% 

保健対策費 56,215,000 49,653,030 3.58% 

保健事業費 55,491,000 50,610,187 3.65% 

※構成比は少数点第３位を四捨五入しているため、合計は必ずしも１００％にならない 

場合があります。 
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４ 付 属 機 関 

 

（１）小樽市保健所運営協議会 

「地域保健法」及び「小樽市保健所運営協議会条例」に基づき設置している。 

委員の任期は２年。 

                    （令和７年３月現在） 

職  名 氏  名 役  職  名 

委 員 長 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴  木  敏  夫 

渋 谷 祐 史 

髙 島 ク ニ 子 

佐 藤 一 昭 

濱 崎 弓 子 

髙 橋  龍 

中 畑 裕 子 

佐 藤 公 俊 

上 野 誠 子 

大  本  晃  裕 

竹 内  哲 

齋 藤 直 幸 

笹 山 貴 史 

戸  谷  典  子 

金 曽 恵 一 

西  野  博  之 

原 渕  明 

土 屋 総 之 

木 村 朋 子 

小樽市医師会会長 

小樽市歯科医師会会長 

小樽市民生児童委員協議会副会長 

小樽市内高等学校長会会長 

北海道看護協会小樽支部長 

小樽市議会厚生常任委員長 

小樽獣医師会会長 

小樽市食品衛生協会会長 

小樽食生活改善協議会会長 

小樽市医師会副会長 

小樽警察署長 

小樽市校長会代表 

小樽市社会福祉協議会事務局長  

小樽栄養士会副会長 

小樽労働基準監督署長 

小樽市総連合町会副会長 

小樽検疫所次長 

小樽薬剤師会会長 

市民公募 

 

 

 

（２）小樽市食品衛生優良店舗等審査会 

 「小樽市食品衛生優良店舗等審査会条例」に基づき設置している。 

委員の任期は２年。 

                        （令和７年３月現在） 

職  名 氏  名 役  職  名 

委  員  長 

委    員 

 

 

 

佐 藤 公 俊 

逸 見 繁 男 

増 山 美 和 子 

小 貫 留 美 子 

古  川  準  三 

小樽市食品衛生協会会長 

小樽観光協会事務局長 

小樽消費者協会理事 

小樽栄養士会会長 

小樽市食品衛生協会副会長 
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（３）小樽市予防接種健康被害調査委員会 

「小樽市予防接種健康被害調査委員会運営要綱」に基づき設置している。 

委員の任期は２年。 

（令和７年３月現在） 

職  名 氏  名 役  職  名 

委   員 

 

 

平 川 賢 史 

小 田 川 泰 久 

堤    裕  幸 

 

田 中 宏 之 

北海道公立法人札幌医科大学助教 

小樽市立病院小児科医療部長 

社会福祉法人恩師財団済生会支部北海道済生会

小樽病院みどりの里施設長 

小樽市保健所長 

 

 

 

（４）小樽市感染症の診査に関する協議会 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」及び「小樽市感染症の診

査に関する協議会条例」に基づき設置している。 

委員の任期は２年。 

（令和７年３月現在） 

職  名 氏  名 役  職  名 

委 員 長 

委   員 

 

 

 

 

堀 田 浩 貴 

板 谷 晴 隆 

松 島   久 

津 田 哲 哉 

岩  本 尚  禧 

藤 井 秀 喜 

北海道済生会小樽病院副院長 

医療法人社団板谷内科胃腸科医院理事長 

医療法人社団松島内科理事長 

つだ小児科院長 

小樽商科大学教授 

小樽市総連合町会常任理事・事務局長 
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（５）小樽市献血推進協議会 

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」及び「北海道献血推進計画の実施」

に基づき設置している。 

委員の任期は２年。 

（令和７年３月現在） 

職  名 氏  名 役  職  名 

会 長 

副 会 長 

委 員 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

迫   俊 哉 

田 中 宏 之 

宮 本 憲 行 

渋 谷 祐 史 

伊 藤 嘉 章 

藤 井 秀 喜 

山 﨑 範 夫 

岩 本    毅 

迫   利 恵 

笠 原 啓 仁 

髙 垣 直 美 

小 林   寛 

佐 々 木 悟 

佐 藤 一 昭 

佐 々 木 雅 一 

篠 崎 大 作 

笠 原 寿 仁 

山 際 泰 裕 

小樽市長 

小樽市保健所長 

小樽市医師会理事 

小樽市歯科医師会会長 

小樽薬剤師会副会長 

小樽市総連合町会常任理事・事務局長 

小樽商工会議所専務理事 

連合北海道小樽地区連合会副会長 

小樽市赤十字奉仕団委員長 

日本赤十字社小樽市地区幹事 

小樽市社会福祉協議会事務局次長 

小樽市民生児童委員協議会副会長 

小樽うしおライオンズクラブ会長 

小樽市内高等学校長会会長 

小樽市教育委員会教育総務課長 

小樽市校長会理事 

小樽市父母と教師の会連合会事務局次長 

小樽青年会議所理事 
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